
                             平成 １ ７年 １ ０月 １ １日 

        ヘルパーステーシ ョ ンだいと う  ケ アレポー ト   Ｎ ｏ ４  

 

 

ヘルパーステーシ ョ ンだいと うのケ アレポー ト Ｎ ｏ ４ をお届けし ます 。  

平成 １ ７年 ７月 ２ ６日に厚生労働省医政局長通知と し て 、 医師の医学的判断及び技術を

必要とする行為 （ 医行為 ） ではな く 、 高齢者介護 ・ 障害者介護の現場等で利用者の状態が

安定し 、 安全が確認されているなどの条件付き で介護職が行っ ても良いと される行為の解

釈があらためて示されました 。 具体的には 、 体温 ・ 血圧 ・ 動脈血酸素飽和度の測定 、 軽微

な創傷処置 、 一包化された内服薬の服薬援助 ・ 湿布薬の貼付 ・ 軟膏の塗布 ・ 座薬の挿入 ・

点眼等の服薬支援 、 爪切 り ・ 口腔衛生 ・ 耳垢除去 、 人工肛門の排泄物の除去 、 自己導尿の

支援 、 浣腸等です 。  

 今回 、 姫路市介護サービス第三者評価機構が中心と なっ て 、 １ ０月 ４日にこの件に関し

てのシンポジウムが開かれました 。 姫路市介護保険課 、 姫路市医師会 、 ヘルパーステーシ

ョ ンだいと うが準備を進め 、 当ステーシ ョ ンの田中と吉田も司会 ・ パネ リ ス ト と し て参加

し ましたのでご報告いた し ます 。  

 

 今回の厚生労働省の通知は 、 ヘルパー行っ ても安全であるこ とが確認されている行為を

対象と し てお り 、 あま り問題ではあ り ませんが 、 その安全の判断がヘルパーではでき ない

あるいは行っ てはなら ないグレーゾーンのものに意見が集中し ました 。 解決の方法と し て

は 、 医療と連携し 、 意見を求めるこ と と されてお り 、 医療法人である私どもの事業所は日

常的に様々な医療と連携し てお り 、 対応しやすいよ う です 。  

また 、 上記行為で安全でないと されるものとは 、 体温や血圧の測定値に対する判断 、 薬

や医師の処方を十分に理解し ないままでの薬剤の取 り扱い 、 発熱時の座薬挿入や嚥下障害

の方への口すすぎによる口腔衛生 、 巻き爪や白癬症の爪切 り等々です 。  

 

 シンポジウムでの討論や事前の記名アンケー ト 調査によれば 、 ヘルパーが現場で実施し

た り 、 研修が必要されている項目で最も関心が高かったのは 、 薬に関するこ と でした 。  

 

  実際に行っ ている行為を示し ます （ 全体 ４ ６件 ）  

体温 ・ 血圧測定               １ １％  

    創傷処置                   ７％ 

    服薬 （ 座薬 、 湿布の貼付等 ）         ５ ２％  

    その他                   ３ ０％ 

 

です 。 その他の中には摘便 、 たんの吸引 、 点滴後の抜針 、 褥瘡処置などの明らかな医療行

為も見られました 。 姫路のヘルパーの事業所の半数近 く が参加し ていましたが 、 記名アン

ケー ト でしたので姫路全体と し ての介護の現場ではも う少し踏み込んだ医療行為が行われ

ているこ とが予想されます 。  

 

 また 、 介護の現場で対応に困った こ とは 、  

    利用者からの （ 医行為の ） 強い要求      ４ ０％ 



    薬に関するこ と               ２ ５％ 

    たんの吸引                 １ ０％ 

    その他                   ２ ５％ 

 

です 。 十分に安全が確認されていない 、 あるいは許可されていない行為を日常的に素人の

家族が行っ ているので 、 専門職のヘルパーにも行っ てほしいとの本人 ・ 家族からの強い要

求で実施する危険性についても指摘されました 。 このよ う な場合もケ アマネ ジャーや医療

職との連携が求められています 。  

 

 全国的な調査でも様々な医療行為がヘルパーによっ て行われているよ う です 。 明らかに

危険を伴 う行為と し ては 、 摘便 、 膀胱洗浄 、 導尿 、 イ ンシュ リ ンの投与 、 また酸素吸入 、

浣腸 、 経管栄養 、 痰の吸引 、 褥瘡の処置 、 点滴の抜針が挙げられています 。 その行為を行

った理由と し ては 、 医療行為とは知ら なかった 、 利用者からの依頼 、 家族からの依頼 、 医

師からの指示 、 看護職からの指示 、 ケ アマネ ジャーからの指示 、 上司からの指示 、 などが

主なものです 。  

 

背景と し ては 

＊ 利用者との関係性を壊した く ないから断 りに く い 

＊ 医療行為に関する基準が明確でないのに 、 根拠を持っ て断 りに く い 

＊ 密室の中での行為なので 、 利用者が納得し ているなら触法行為でも犯罪性がわか り

に く い 

＊ 困っ ている人を助けたいとい う気持ちやでき るこ との安易さから し てし ま う 

＊ し なかった ら職を失 うのではとい う こ と でし てし ま う 

（ 臨床哲学フ ォーラム ： 在宅における医療行為  

大阪城南女子短期大学  和田幸子の報告よ り ）  

 

結語 

 ホームヘルパーはた と え家事援助であっ ても利用者の状態 ・ 容態の観察 ・ 報告が義務づ

けられてお り （ 利用者不在時のヘルパー活動は禁止されています ） 、 医療とは無縁ではあ

り ません 。 血圧が上がった り 、 発熱した り 、 様々な発作がでた り 、 利用者の方の容態が急

変するこ とにしばしば遭遇し ます 。 また 、 褥瘡予防や発生に至る報告などの関与もヘルパ

ーが果たす役割は大きいし 、 嚥下障害による誤嚥のおそれのある利用者への食事介助など

直接ヘルパーが責任を負 う場面もあ り ます 。  

一方で 、 明らかな医療行為やグレーゾーンの行為であっ ても 、 一人暮ら しや昼間独居で

認知症が認められた り 、 目が不自由であった り などヘルパーが行 う以外には代替え処置が

見つから ないなどの現実に関係者も解決に困窮するもケースもあ り ます 。  

 幸い介護保険では利用者の方には主治医がおられ 、 医療との接点があ り ます 。 長ら く 言

われてきた医療と福祉の連携を少しずつ実現し て行かないと 、 利用者の健康や安全は守れ

ないと痛感し ています 。  


